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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額
免
除
・

一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
期

間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た

方
と
比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら

受
け
ら
れ
る
年
金
）の
受
け
取
り
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額

す
る
た
め
に
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た

期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る
こ
と（
追
納
）が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
ら
れ

た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度

目
以
降
の
追
納
の
場
合
、
当
時
の
保
険
料

額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

　

追
納
は
、
古
い
月
の
も
の
か
ら
納
付
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
次
の
点
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
納
付
す

　

べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
な
け
れ

　

ば
追
納
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」が「
納

　

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期
間
」よ
り

　

先
に
経
過
し
た
月
分
で
あ
る
場
合
は
、

ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か
本
人
が
選

択
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
期
限
か
ら

２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
律
改
正
に
よ
る
時

限
措
置
と
し
て
、
過
去
５
年
以
内
に
納
め

忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
後
納
制
度
」
が
平
成
27
年

10
月
か
ら
平
成
30
年
９
月
ま
で
の
３
年
間

に
限
り
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
や
、
年
金
の
受
給
が
で
き

な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
込
み

が
必
要
で
す

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０
０
４

問
北
見
年
金
事
務
所

☎
０
１
５
７
・
３
３
・
６
０
０
７

　

自
動
応
答
で
１
→
２
の
順
に
選
択

◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　E：メールアドレス
　　：ホームページ　　：お申し込み先　　：フェイスブック

○人口：5,174人（-31人）
　【内外国人：120人】
○男♂：2,451人（-8人）
　【内外国人：16人】
○女♀：2,723人（-23人）
　【内外国人：104人】
○世帯：2,433戸（-18戸）
     【内外国人：105戸】
※（　）内数字は前月比

　

７
月
は
、
左
記
の
町
税
・
保
険
料
の
納

期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
固
定
資
産
税（
２
期
）

問
企
画
財
政
課
資
産
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

◆
国
民
健
康
保
険
税（
１
期
）

問
企
画
財
政
課
町
民
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

◆
介
護
保
険
料
（
１
期
）

問
保
険
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
２
・
１
２
１
２

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

問
町
民
課
医
療
保
険
係

☎
２
・
１
２
１
３

◆
納　
　

期
：
７
月
31
日

◆
口
座
振
替
：
７
月
25
日

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
納
税
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が

　

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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個
人
事
業
税
は
、
道
内
に
事
務
所（
事

業
所
）の
あ
る
個
人
が
、
地
方
税
法
等
で

定
め
ら
れ
た
事
業
を
営
む
場
合
に
、
そ
の

事
業
の
所
得
を
基
礎
と
し
て
課
税
さ
れ
る

道
税
で
す
。

　

事
業
の
所
得
か
ら
各
種
控
除
額
を
差
し

引
い
た
金
額
に
次
の
税
率
を
乗
じ
て
算
出

し
ま
す
。

◆
第
一
種
事
業
：
税
率
５
％

　

物
品
販
売
業
、
不
動
産
貸
付
業
、
飲
食

　

店
業
な
ど

◆
第
二
種
事
業
：
税
率
４
％

　

畜
産
業
、
水
産
業
な
ど

◆
第
三
種
事
業
：
税
率
５
％

　

医
業
、
理
・
美
容
業
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

　

業
な
ど

※
第
三
種
事
業
の
内
、
あ
ん
摩
・
は
り
・

　

き
ゅ
う
業
な
ど
は
税
率
３
％

　

北
見
道
税
事
務
所
か
ら
送
付
す
る
納
税

通
知
書
は
、
第
１
期
分
と
第
２
期
分
を
一

緒
に
送
付
し
ま
す
。

◆
第
１
期
納
期
：
８
月
31
日（
金
）

◆
第
２
期
納
期
：
11
月
30
日（
金
）

※
年
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合
は
、
第

　

１
期
分
の
納
期
限
ま
で
に
全
額
を
納
め

　

て
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
納
税
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

た
だ
し
、
１
枚
の
納
付
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
金
額
が
30
万
円
以
上
の
場
合
ま
た

は
バ
ー
コ
ー
ド
が
あ
っ
て
も
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
読
み
取
り
が
で
き
な
い
も

の
は
納
税
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
手
続
が
簡
単
で
便
利
な

口
座
振
替
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
北
見
道
税
事

務
所

【
課
税
に
関
す
る
こ
と
】

課
税
課
事
業
税
間
税
係

☎
０
１
５
７
・
２
５
・
８
６
８
１

【
納
税
に
関
す
る
こ
と
】

納
税（
第
一
・
第
二
）係

☎
０
１
５
７
・
２
５
・
８
６
８
６

　

http://w
w

w
.pref.hokkaido.lg.jp/

sm
/zim

/

（
道
税
に
つ
い
て
）

　

h
ttp

://w
w

w
.o

kh
o

tsk.p
re

f.
hokkaido.lg.jp/ts/zim

/
（
振
興
局
税
務

課
）

◆
町
嘱
託
職
員
（
町
立
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
介
護
職
員
）

業
務
内
容
：
介
護
業
務
全
般

勤
務
時
間
：
シ
フ
ト
制（
夜
勤
あ
り
）

資
　
　
格
：
介
護
福
祉
士
等
の
資
格

※
資
格
の
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

採
用
条
件
：
施
設
ま
で
通
勤
が
可
能
な
方

※
町
外
在
住
者
可

申
込
期
限
：
随
時
受
付

・
問
総
務
課
総
務
係

☎
２
・
１
２
１
１

◆
試
験
日
程

　

一
次
試
験
：
９
月
17
日（
祝
・
月
）

　

二
次
試
験
：
10
月
中
旬
～
11
月
上
旬

◆
最
終
合
格
発
表
：
11
月
30
日（
金
）

◆
採
用
日
：
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降

◆
受
験
資
格

▽
Ａ
区
分

・
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学（
短
期
大
学

　

を
除
く
）等
を
卒
業
し
た
方（
平
成
31
年

　

３
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
を

　

含
む
。）

・
昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年
４

　

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

▽
Ｂ
区
分

・
Ａ
区
分
以
外
の
方

・
年
齢
要
件
は
Ａ
区
分
と
同
じ

◆
受
験
申
込
締
切
：
８
月
24
日（
金
）

　

申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
北
海
道
警
察

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
遠
軽
警
察
署

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
０
１
１
０

北
海
道
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

h
ttp

s://w
w

w
.p

o
lice

.p
re

f.
hokkaido.lg.jp

　

紋
別
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に

つ
い
て
心
配
の
あ
る
方
に
、
専
門
医
や
保

健
師
が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

◆
保
健
師
に
よ
る
相
談

日
程
：
平
日

時
間
：
８
時
45
分
～
17
時
30
分

場
所
：
紋
別
保
健
所
及
び
遠
軽
支
所

◆
専
門
医
に
よ
る
相
談

日
程
：
奇
数
月
１
回
（
日
付
未
定
）

時
間
：
15
時
～
17
時

場
所
：
紋
別
保
健
所

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す　

◆
専
門
医
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
話
相
談

日
程
：
毎
月
１
回
（
日
付
未
定
）

時
間
：
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所
：
紋
別
保
健
所

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す

◆
酒
害
相
談

日
程
：
月
１
回（
第
１
金
曜
日
）

時
間
：
13
時
～
17
時

場
所
：
紋
別
保
健
所

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す

問
紋
別
保
健
所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

☎
０
１
５
８
・
２
３
・
３
１
０
８
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【
ハ
チ
と
り
罠
の
参
考
写
真
】

　

暖
か
く
な
る
と
ハ
チ
の
活
動
が
活
発
に

な
っ
て
き
ま
す
。

　

ハ
チ
は
、
巣
を
刺
激
す
る
も
の
に
対
し

て
集
団
で
攻
撃
し
て
き
ま
す
の
で
、
巣
を

見
つ
け
た
ら
ハ
チ
を
刺
激
せ
ず
、
町
民
課

生
活
環
境
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ハ
チ
の
中
に
は
土
の
中
に
巣
を

作
る
種
類
も
い
ま
す
の
で
、
山
な
ど
に
入

る
と
き
は
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
民
課
が
実
施
す
る
ハ
チ
駆
除（
巣
の

撤
去
）は
無
料
で
す
。
た
だ
し
、
巣
の
場

所
が
わ
か
ら
な
い
場
合
や
、
場
所
に
よ
っ

て
は
駆
除
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
◆
ハ
チ
の
捕
獲
方
法

　

ハ
チ
が
多
く
て
困
っ
て
い
て
も
巣
を
発

見
で
き
な
け
れ
ば
駆
除
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
ん
な
と
き
は
〝
ハ
チ
と
り
罠

（
下
記
写
真
参
考
）〟
を
作
っ
て
捕
獲
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
用
意
す
る
も
の

▽
酒
１
５
０
㏄
・
酢
50
㏄
・
砂
糖
60
ｇ

▽
空
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

★
作
り
方

❶
酒
、酢
、砂
糖
を
よ
く
か
き
混
ぜ
て
ペ
ッ

　

ト
ボ
ト
ル
の
中
に
入
れ
ま
す
。

❷
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
口
に
ひ
も
を
巻
き
、

　

枝
な
ど
に
吊
る
し
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で

　

付
近
の
ハ
チ
が
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
中
に

　

入
り
、
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
ら
れ
な
く
な

　

り
ま
す
。

★
ポ
イ
ン
ト

・
あ
る
程
度
ハ
チ
が
入
っ
た
ら
中
身
を
新

　

し
い
も
の
に
変
え
る
。

・
中
身
を
変
え
る
と
き
や
ハ
チ
を
取
り
出

　

す
と
き
は
、
十
分
に
注
意
す
る
。

・
ハ
チ
が
い
な
く
な
っ
た
ら
必
ず
罠
を
外

　

す
。（
他
の
場
所
か
ら
集
ま
り
ま
す
）

・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
な
る
べ
く
凹
凸
の
少

　

な
い
も
の
を
使
う
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係

☎
２
・
１
２
１
３

【
ハ
チ
が
巣
を
作
り
や
す
い
場
所
】

【
実
際
に
捕
獲
し
た
ハ
チ
の
様
子
】

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ４戸 15,200 円～

２階 ３LDK ５戸 15,200 円～

宮前
１階 ２LDK ３戸 20,600 円～

２階 ３LDK ２戸 23,800 円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300 円～

若佐第２ ２階 ３LDK １戸 15,700 円～

若佐第１

平屋

３DK １戸 8,800 円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600 円～

３DK ２戸 6,500 円～

若里 ３DK ２戸 9,200 円～

緑園 ３DK ６戸 7,600 円～

◆中堅所得者向け住宅

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃
宮前 １階 ２LDK １戸 40,700 円～

　６月１３日現在の町営住宅の空き状況をお知らせ
します。入居申込など詳しい内容は、お問い合わせ
ください。問建設課管理係　☎２－１２１０
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地
域
で
働
く
在
職
者
の
ス
キ
ル
・
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
能
力
開

発
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

★
パ
ソ
コ
ン
基
礎
科
Ⅱ

　
　
　
　
　
（
エ
ク
セ
ル
基
礎
・
応
用
）

　

エ
ク
セ
ル
を
使
っ
て
基
本
か
ら
応
用
ま

で
の
知
識
や
操
作
方
法
を
習
得
し
、
業
務

の
効
率
化
を
図
れ
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

◆
対　
象　
者
：
在
職
者
の
方

　

※
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
含
む

◆
受　
講　
料
：
無
料（
教
材
費
別
途
）

◆
開
催
場
所

　

遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

◆
開
催
期
間

　

８
月
22
日（
水
）～
９
月
12
日（
水
）

　
（
毎
週　

月
・
水
・
木
曜
日
に
実
施
）

◆
開
催
時
間
：
18
時
20
分
～
21
時

◆
募
集
期
間
：
７
月
24
日（
火
）ま
で

◆
定　
　

員
：
15
人（
先
着
順
）

◆
申
込
方
法

　

遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

　

申
込
用
紙
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

先
着
順
で
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
込

　

く
だ
さ
い
。
※
フ
ァ
ッ
ク
ス
可

問
遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
運
営
協
会

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
４
０
３
７

℻
０
１
５
８
・
４
２
・
０
９
８
１

　「ふるさとまちづくり振興事業」とは、町民の皆さんが個人や団体で行う下記の対象事業に対して、
町が助成を行う制度で、これまで「ちびっこ探検学校ヨロン島参加事業」など５７件の事業に助成を
行っています。
　助成を希望される個人及び団体の方はご相談ください。問企画財政課企画係　☎２－１２１４

【文化の里づくり】
①本町における伝統的かつ継承が必要な文化の活
　発化や掘りおこしのため、地域がもつ素材を活
　用し、広く町民の意識を高めるための事業
②本町がもつ素材を基に、地域に密着したユニー
　クで新たな文化の創造を行い、住民の連帯感や
　まちづくりの意識高揚につながる日常的な実践
　活動で、創作、発表、奨励、普及などの事業

事業を行う上で必要と
認める備品等
ただし、更新について
は、耐用年数が経過し
たものとし、特に必要
と認めるものとする
◆補助率：１/ ２以内
　ただし、団体の事業
　については８割以内

個人・団体
ただし、文化連盟など
の上部団体は除く

【ふるさと景観づくり】
　街並み、自然等地域の特色ある景観などの保存
及び地域の生活文化に関連した新たな景観づくり
などを進め、ゆとりと潤いのある地域づくりを推
進する事業

個人・団体
ただし、国内研修・国
外研修それぞれ１回限
りとする（推進委員会
が推奨する事業への参
加は、１回に限り回数
に含めない）

個人・団体

事業を行う上で必要と
認める維持管理費用
◆補助率：１/ ２以内
　ただし、団体の事業
　については８割以内

研修に伴う旅費、宿泊
費及び交流・研修に要
する費用

【補助率】
学生 ２/ ３以内
大人 １/ ２以内

【ふるさと交流ネットワーク】
　都市との地域間交流や外国との交流などを通じ
本町の将来を考えながらふるさと運動を推進して
いくための人づくりを推進する事業

【さろま『３６０夢おこし』】
　新たな発想のもとに地域の生活、文化、福祉、
スポーツ、産業等の地域振興を目的とした先導的
な取り組みなどの調査研究及び指導者などの技術
習得をすることにより、ゆとりと潤いのある地域
づくりを進める事業

個人・団体
ただし、国内研修・国
外研修それぞれ１回限
りとする

対象事業の概要 助成事業者 対象経費・補助率

、
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◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
香
典
返
し
を
廃
し
て

　

永
代
町　
　

田
村　

秀
一　

さ
ん

　

若　

佐　
　

飯
澤　

一
郎　

さ
ん

　

宮
前
町　
　

山
本　

彩
子　

さ
ん

　

西　

富　
　

横
山　

雪
子　

さ
ん

　

宮
前
町　
　

武
田　

惠
子　

さ
ん

　

西　

富　
　

佐
野　

ま
す
ゑ
さ
ん

　

富　

丘　
　

今
部　

榮
太
郎
さ
ん

▽
生
前
母
が
お
世
話
に
な
っ
た
お
礼
と
し
て

　

栃
木
県　
　

鹿
又　

典
裕　

さ
ん

◆
西
富
自
治
会
へ

　

西　

富　
　

佐
野　

敏
治　

さ
ん

　特定健診・健康診査は、生活習慣病を効果的に予防し、悪化による重症な病気の発症を防ぐための
健診です。年に１回、健診を受診しご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしましょう。
　また、佐呂間町では胃・肺・大腸がん検診も同時に実施しています。今や２人に１人ががんにかか
る状況です。がんは早期発見・早期治療により半数以上が完治するようになりました。早期発見のた
めには 1 年に 1 回、定期的にがん検診を受けることが大切です。

◆対象者
　・特定健診：４０～７４歳の国保加入者
　・健康診査：７５歳以上及び３９歳以下の方
　・胃・肺・大腸がん検診：原則３５歳以上の方
◆日程・会場

◆申込み
　回覧および電話にて申込みを受け付けます（締切：７月１３日（金））
★特定健診・大腸がん検診無料クーポン券を是非ご活用ください !!
　特定健診及び大腸がん検診の無料クーポン券をそれぞれ対象となる方に送付しています。無料
クーポン券が届いた方はぜひクーポン券を活用して受診しましょう。

　　　日　程
　８月２４日（金）
　８月２５日（土）
　　　２６日（日）

　　受付時間　

　 6：00 ～ 9：30

　　　　　会　　場　
　若佐コミュニティセンター

　佐呂間町民センター

問・　保健福祉課保健推進係　☎２－１２１２

　

み
つ
ば
ち
を
新
た
に
飼
養
す
る
方
は
趣

味
で
あ
っ
て
も
北
海
道
に
届
出
が
必
要
で

す
。

　

平
成
31
年
か
ら
飼
養
す
る
方
は
本
年
７

月
末
ま
で
に
事
前
協
議
の
た
め
の
書
類
提

出
が
必
要
で
す
の
で
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合

振
興
局
農
務
課
畜
産
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
農
務
課
畜
産
係

☎
０
１
５
２
・
４
１
・
０
６
６
５

◆
日　

時
：
７
月
20
日（
金
）13
時
30
分
～

◆
会　

場
：
遠
軽
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
「
げ
ん
き
21
」多
目
的
ホ
ー
ル

◆
参
加
料
：
無
料

　

講
演
会
終
了
後
、
会
場
で
個
別
相
談
を

行
い
ま
す
。
個
別
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

講
演
会
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
先

問
北
海
道
難
病
連
遠
軽
支
部
・
長
尾

　
（
遠
軽
町
役
場
住
民
生
活
課
内
）

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
４
８
１
２

個
別
相
談
の
申
込
先

　

紋
別
保
健
所
健
康
推
進
課

☎
０
１
５
８
・
２
３
・
３
１
０
８

　北海道医療給付事業の各受給者証の更新手続
きについては、当初申請時に所得状況の確認に
ついて同意を得ていますので、所得状況を確認、
判定の上、該当となった方に対して７月中に受
給者証を交付（郵送）いたします。８月１日以降
に医療機関に受診される際には、「被保険者証」
に「新受給者証」を添えて窓口にご提示願います
問町民課医療保険係　☎２－１２１３

。
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　平成３０年８月から７０歳以上の被保険者の方には、被保険者証と高齢受給者証を１枚のカー
ドにまとめた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
　現在、被保険者証と高齢受給者証の２枚のカードを医療機関に提示して受診していましたが、
平成３０年８月以降は１枚のみで受診できるようになります。

　毎年１０月に行っていました被保険者証の更新は、今年度から８月更新となります。
　現在、佐呂間町国民健康保険に加入されている皆さんがお持ちの被保険者証は、平成３０年７
月３１日が有効期限となっており、８月１日以降は使用できませんので次のとおり更新手続を
行ってください。※後日、更新案内はがきを送付いたします。
　また、既に学校を卒業され他市町村に居住されている場合や事業所等の健康保険の資格を有し
た場合は、国保の喪失の届出が必要になります。届出を忘れているとそのまま国保税が課税され
たり、保険の給付を受けることができなくなりますので、手続きがお済みでない場合は、忘れず
に喪失の届出を行ってください。
◆更新日程（予定）：７月１８日（水）～３１日（火）（土・日・祝祭日を除く）
◆受付場所：町民課医療保険係、若佐支所、浜佐呂間出張所
◆持参するもの
　お持ちの被保険者証（世帯全員分）、印鑑、案内はがき、在学証明書（※1）、在園証明書等（※2）
※1　通学のために他市町村へ転出の手続をし、本町に住所はないが被保険者証の交付を受ける方。
　　なお、本年４月以降に在学証明書を提出されている方は不要です。
※2　施設等への入所のために他市町村へ転出の手続をし、本町に住所はないが被保険者証の交付
　　を受ける方。

　佐呂間町出身者のふるさと会「東京サロマ会」では、毎年１０月に開催される「東京都江東区民まつり
において、佐呂間町産のホタテや南瓜などの特産品を販売し、首都圏でふるさと「佐呂間」のＰＲ活動
を行っており、町ではこれらの活動への協力とともに会員の方々と交流を深めています。
　あなたもふるさと会との交流や、「サロマ」の特産品のＰＲに参加しませんか？
　参加を希望される方には、「佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業」から参加費用の助成もあります
ので、下記の募集要領を確認の上お問い合わせください。問企画財政課企画係　☎２－１２１４

◆開 催 場 所 　東京都江東区　都立木場公園
◆期　　　間　１０月１９日（金）～２２日（月）　（区民まつりは２０日（土）～２１日（日）で開催）
◆募集対象者　町内在住者（学生を除く）
◆募 集 人 数 　３名以内
◆補　助　金　参加に要する交通費、宿泊費の２分の１
　　　　　　　※予算の範囲内で、最大３泊４日分が助成対象となります。
　　　　　　　※自己負担額は５万円程度の見込みです。
　　　　　　　※宿泊先等は申込後に町で手配します。
　　　　　　　※過去に補助を受けた方は対象になりません。
◆募 集 締 切 　７月１９日（木）

問町民課医療保険係　☎２－１２１３

」
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　本町では、２０２１年度を初年度とした「第５期総合計画」の策定準備を進めています。
　総合計画の策定にあたっては「総合計画策定審議会」を設け、住民の方々に参画をいただき、計画づ
くりを進めていきたいと考えています。
　下記の要領により「総合計画策定審議会委員」を募集いたしますので、皆様のご協力をお願いいたし
ます。

問・　企画財政課計画係　☎２－１２１４　℻２－３３６８

◆募集の主旨
　　新しい佐呂間町総合計画に住民の意向を反映させるた
　め、佐呂間町総合計画策定審議会に一般公募による委員
　を選任します。
◆公募による委員の数
　６名まで（委員の全体の数は３０名）
◆委嘱期間（予定）
　２０１８年９月～２０２０年１２月
◆対象者
　佐呂間町に在住している１８歳以上の方
◆申込方法
　　町広報７月号に折り込み（済み）の「第５期佐呂間町総
　合計画策定審議会委員応募申込書」にご記入の上、８月
　２４日（金）までに企画財政課計画係へ提出してください。
◆選考
　総合計画策定審議会委員選考委員会により選考します。

【総合計画策定審議会員応募申込書】

　本町はこれまで、昭和５６年に『第１期
総合計画』を策定後、現在の『第４期総合
計画』まで、いずれも計画期間を１０年と
する長期総合計画を順次策定して参りまし
た。
　現在の第４期総合計画では、「青い湖と緑
の大地　人が輝く未来のサロマ」として、
住民と行政による自助・共助・公助による
協同と環境を重視したすべての人にやさし
い「まちづくり」を進めています。
　近年の本町を取り巻く社会情勢は、本格
的な人口減少や少子高齢化の進行をはじめ、多様化・複雑化する地域課題に適切に対応するため
には、長期的な視点のもと、目指すべき方向性を住民と行政が共有し、総合的かつ計画的な町財
政運営を推進することが重要であり、住民と行政が共に考え、協働によるまちづくりを推進する
ための計画として『第５期佐呂間町総合計画』を策定します。
　この計画は、これまで積み重ねてきた「まちづくり」を基礎として、今後進むべき方向と将来の
目標を設定し、その実現のために必要な施策と事業を明確にするものであり、本町の将来像が描
かれた住民みんなの計画です。

【第４期総合計画構成】
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問北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１－２９０－５６０１
問町民課医療保険係　☎２－１２１３

　現在ご使用の保険証は平成３０年７月３１日が有効期限となって
おり、８月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、
桃色の保険証をご使用ください。
　新しい保険証の有効期限は、平成３１年７月３１日までです。
紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課医療保険係までお申し出ください。

　現在ご使用の減額認定証は平成３０年７月３１日が有効期限と
なっており、８月以降は使用できなくなります。有効期間は保険
証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付し
ますので、８月１日からは水色の減額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、町民課医療保険係へ申
請してください。
◆減額認定証の交付対象者区分について

区　分　Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が０円の方
　（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）
・老齢福祉年金を受給されている方
世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期
間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付します。
◆発送時期：９月下旬及び３月上旬（年２回）
　※この通知は皆様の受診状況についてお知らせするもので請求書ではありません。　
　※この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
　　医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
◆医療費通知の活用について
　○ 医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
　○ 健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
　○ 診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

区　分　Ⅱ
※古い保険証等は、町民課医療保険係へお返しいただくか、破棄してください。
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　医療機関などで診療を受けられた場合、医療機関窓口に「認定証」を提示すると、医療費については
適用区分（所得により５段階に分かれます）に応じた限度額までを、また、非課税世帯の方は食事代に
ついても減額された額での支払で済みます。
　現在、交付されている認定証は平成３０年７月３１日が期限となっていますので、国民健康保険加
入の方で、「認定証」の交付を受けたい方は次の物を持参の上、町民課医療保険係へ申請してください。
◆申請に必要な物：印鑑・国民健康保険被保険者証

問・　町民課医療保険係　☎２－１２１３

※１　多数回該当とは、過去１２ヶ月に同じ世帯で高額医療費の支給が４回以上あった場合の、
　　　４回目から適用される限度額です。
※２　平成３０年８月から平成３１年７月までの１年間の上限です。

【平成３０年８月以降の自己負担上限額】（太枠で囲われた部分が変更箇所）

【平成３０年７月までの自己負担上限額】
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　平成３０年度から３年間の６５歳以上の方の介護保険料は、これまでの基準月額保険料より２００
円増額の４，５００円となります。
　介護保険制度は、４０歳以上の方に納めていただく保険料などを財源として、サービスを利用しな
がら住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護が必要な高齢者とその家族をみんなで支えていく
制度です。
　６５歳以上の方の保険料は３年に１度見直すこととされており、これまでの介護サービスの利用実
績をふまえ、必要な費用を見込み、、介護保険運営協議会で審議され町議会において決定されました。
　保険料は、前年の課税状況や所得などに応じて次の９段階に区分され、それぞれの保険料は、７月
中旬までに通知いたします。
　災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは保険料の減免や納
付猶予が受けられることがあります。困ったときはお早めにご相談ください。
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